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船舶インシデント調査報告書 

 

                              平成２３年１０月２７日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  石 川 敏 行 

                            

インシデント種類 運航阻害 

発生日時 平成２３年３月２１日（月、祝日） １０時１５分ごろ 

発生場所 熊本県長洲
ながす

町長洲港西方沖 

 長洲港北防波堤灯台から真方位２４７°３,７００ｍ付近 

（概位 北緯３２°５４.６′ 東経１３０°２４.１′） 

インシデント調査の経過  平成２３年３月２４日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（長崎事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

旅客フェリー 第八有明
ありあけ

丸、７２３トン 

 １２７７９０、有明海自動車航送船組合 

 ５４.２１ｍ（Lr）×１２.８０ｍ×３.８０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関２基、１,９１２kＷ（合計）、昭和６０年１月２３日 

 乗組員等に関する情報 機関長 男性 ３５歳 

 四級海技士（機関）   

免 許 年 月 日 平成１５年１月１７日 

免 状 交 付 年 月 日 平成１９年１１月２０日 

免状有効期間満了日 平成２５年１月１６日 

 死傷者等 負傷 １人（機関長） 

 損傷 左舷主機予備潤滑油ポンプ電動機の配線用遮断器（以下「本件ＮＦＢ」と

いう｡）及びテスター焼損 

 インシデントの経過 

 

本船は、船長及び機関長ほか４人が乗り組み、乗客７３人を乗せ、車両

２７台を搭載し、長洲港西方沖を長崎県雲仙市多比
た い

良
ら

港に向けて西進中、

機関制御室で機関長が新人の機関員にテスターの使用方法の指導を始め

た。 

機関長は、テスターによる電流計測方法を指導したのち、電圧計測方法

を指導することにしたが、機関員と電気関係について話しているうちにテ

スターの測定レンジ及びテストリードを電流計測から電圧計測へ切り替え

ることを失念し、電流計測状態のまま電圧計測のため、本件ＮＦＢの電源

側端子間にテスターのテストリードを接触させたところ、本件ＮＦＢ及び

テスターからスパークが発生するとともに、船内に給電中の２号発電機の

気中遮断器（ＡＣＢ）が作動して電気が遮断され、本船は平成２３年３月

２１日１０時１５分ごろ電源を喪失（ブラックアウト）した。 

機関長は、停止中の１号発電機用原動機を運転したのち、１号発電機のＡ

ＣＢを投入したが、本件ＮＦＢからスパークが発生するとともに同ＡＣＢが

トリップしたので、状況を船橋当直者に報告し、１０時２０分ごろ両舷主機

を停止した。 
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機関長は、本件ＮＦＢが短絡したものと判断し、本件ＮＦＢから電源側結

線を切り離したところ、１号発電機のＡＣＢを投入することができ、１０時

５５分ごろ船内電源が復旧した。 

本船は、１１時２５分ごろ両舷主機を運転して航行を開始し、手配したタ

グボートの伴走を受けながら、１１時５５分ごろ多比良港に入港した。 

機関長は、本件ＮＦＢ及びテスターがスパークした際、右手に熱傷を負っ

た。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北西、風速 約２m/s 

海象：潮汐 高潮時 

 その他の事項 

 

本船は、発電機を２台装備し、出入港時に２台運転していた。 

本件ＮＦＢは、機関制御室の主配電盤に設けられていた。 

本インシデント時、本件ＮＦＢはハンドルがオンの状態であり、左舷主

機予備潤滑油ポンプは停止中であった。 

分析 

 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、長洲港西方沖を西進中、機関長が、測

定レンジ等が電流計測状態のテスターで本件ＮＦ

Ｂ電源側端子間の電圧を計測したことから、同端

子間に過大電流が流れて運転中の発電機のＡＣＢ

が過電流継電器の作動によりトリップし、電源を

喪失したものと考えられる。 

機関長は、本件ＮＦＢの電圧を計測する際、機

関員と電気関係について話しているうちにテスタ

ーが電流計測状態であることを失念したものと考

えられる。 

本件ＮＦＢは、電源側端子間にテスターの測定

回路が短絡し、過大電流が瞬時に流れたものと考

えられる。 

本件ＮＦＢは、スパークが発生した際に高熱の

アークにより絶縁材が炭化して相間短絡した可能

性があると考えられる。 

原因 本インシデントは、本船が、長洲港西方沖を西進中、機関長が、測定レ

ンジ等が電流計測状態のテスターで本件ＮＦＢ電源側端子間の電圧を計測

したため、同端子間に過大電流が流れて運転中の発電機のＡＣＢが過電流

継電器の作動によりトリップし、電源を喪失したことにより発生したもの

と考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・テスターは、測定レンジ等が目的の使用状態となっていることを確認

後、使用すること。 

・テスターは、その使用方法、計測する電気機器及び電気配線図を十分

理解した上で使用すること。 

・主配電盤のＮＦＢは、発電機の母線につながっており、感電、火傷等
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の危険性があることを十分認識し、テスターによる電圧計測を行う場合

は、測定方法を間違わないように十分注意すること。 

・動力電気回路の電流計測は、クランプメーターで行い、テスターでは

行わないこと。 

・旅客船等で運航時間が短時間である場合には、テスターによる電圧測

定等の危険な状態になる可能性が高い実地指導を乗組員に対して行わな

いこと。 

 




